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○大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施要綱 

平成１７年３月３１日 

要綱第２８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度障害者（児）の社会参加の促進、日常生活の利便性の向上及び

経済的負担の軽減を図る大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業（以下

「事業」という。）を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 契約会社 市内に営業所を有するタクシー事業者又は市長が特に適当と認めるタ

クシー事業者で、本市と大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施の

契約を締結したものをいう。 

(2) 福祉タクシー 契約会社が所有する一般のタクシー及びリフト付タクシーをい

う。 

(3) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項に規定するものをいう。 

(4) 療育手帳 厚生事務次官通知（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６

号）別紙「療育手帳制度要綱」に規定するものをいう。 

(5) 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）第４５条第２項に規定するものをいう。 

（対象者） 

第３条 福祉タクシー利用券（以下「利用券」という。）の交付を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、大東市内に住所を有する者であって、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則（昭

和２５年厚生省令第１５号）別表第５に定める１級又は２級に該当し、身体障害者療

護施設等に入所していないもの 

(2) 療育手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害の程度が重度（A）判定に該当

し、知的障害者更生施設等に入所していないもの 
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(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める１級に該当

し、かつ、精神障害者施設等に入所していないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する対象者（１８歳未満の場合にあって

は、当該対象者の父母）及び配偶者の当該年度分（１月から６月までの間に第５条の規

定により、利用券の交付の申込みを行う場合にあっては、前年度分）の市町村民税所得

割の額が１６０，０００円を超えるときは、対象としない。 

（助成内容） 

第４条 事業による助成額は、１回の乗車につき一般のタクシーの利用にあっては５００

円（契約会社の初乗運賃の額が５００円未満の場合は、当該初乗運賃の額）と、リフト

付タクシーの利用にあっては２，０００円（運賃の額が１，０００円未満の場合は５０

０円、１，０００円以上１，５００円未満の場合は１，０００円、１，５００円以上

２，０００円未満の場合は１，５００円）を上限とし、運賃が助成額を超える場合の当

該超過額は、対象者の負担とする。 

（交付申込み） 

第５条 利用券の交付を受けようとする対象者又はその扶養義務者等（以下「申込者」と

いう。）は、交付申込書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、原則として１

４日以内に利用券交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書（様式第２号）により

当該申込者に通知するものとする。 

（利用券） 

第７条 市長は、前条において、利用券の交付を決定したときは、一般のタクシーの申込

者に対しては利用券（一般のタクシー）（様式第３号）を、リフト付タクシーの申込者

に対しては利用券（リフト付タクシー）（様式第４号）を交付するものとする。 

２ 利用券は、対象者１人につき１か月当たり２枚とし、申込みのあった月から当該年度

末までの枚数を一括して交付するものとする。 

３ 利用券の有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとする。 

４ 利用券の再交付は行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚

数の新券と交換することができる。 
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（利用方法） 

第８条 利用券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、福祉タクシーを利用し

ようとするときは、利用しようとする福祉タクシーの乗務員に対し利用券を直接提出し

なければならない。 

２ 利用券を利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を

常に携帯し、福祉タクシーの乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

（契約会社の請求等） 

第９条 契約会社は、受領した利用券に係る運賃相当額の支払を受けようとするときは、

利用請求書（様式第５号）に１か月ごとに取りまとめた利用券を添えて、翌月の１０日

までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る書類に基づ

き請求額を算出し、月末までに契約会社に支払うものとする。 

（利用券の返還等） 

第１０条 利用者は、第３条第１項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに

その旨を市長に届け出るとともに、既に交付を受けた利用券を返還しなければならな

い。 

（不正使用等の禁止） 

第１１条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反した者又は不正な方法で利用券を入手し使用した者に対し

て、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用額について返還させることがで

きる。 

（契約会社の責務） 

第１２条 契約会社は、事業の実施に際し、この要綱に基づき適切な運用を行わなければ

ならない。 

２ 契約会社及び事業に従事する者は、事業に係る個人情報の保護に万全を期すものと

し、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。契約の終了後又はその職を

辞した後も同様とする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年要綱第１８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定は、平

成２０年度以後の年度分に係る利用券の交付申込みについて適用し、平成１９年度まで

の利用券の交付申込みについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年要綱第３４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 利用券の申込み及び交付等について、必要な手続等は、この要綱の施行の日前におい

ても行うことができる。 

附 則（平成２５年要綱第９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づ

き作成した利用券は、改正後の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実

施要綱の規定に基づき作成したものとみなす。 

附 則（平成２５年要綱第７７号） 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年要綱第２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づ

き作成した利用券は、改正後の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実
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施要綱の規定に基づき作成したものとみなす。 

附 則（平成３０年要綱第２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市重度障害者（児）福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定は、平

成３０年度以後の年度分に係る利用券の交付申込みについて適用し、平成２９年度まで

の利用券の交付申込みについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年要綱第１０４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるもの

とみなす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和７年要綱第３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式第１号により使用されて

いる書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。 
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様式第１号（第５条関係） 

交付申込書 

年  月  日   

 （宛先）大東市長 

 

（申込者）住 所             

氏 名             

電 話             

続 柄（対象者との）      

 

     年度の福祉タクシー利用券の交付について、大東市重度障害者（児）福祉タク

シー利用券交付事業実施要綱第５条の規定により、下記のとおり申し込みます。 

 また、福祉タクシー利用券の交付申込みに当たり、私の属する世帯の住民登録資料、税

務資料等について、各関係機関に調査、照会することを承諾します。 

 

記 

 

対

象

者 

氏 名  個人番号  

住 所   

生 年 月 日 年    月    日 

手 帳 

身体障害者手帳      第          号 

療育手帳         第          号 

精神障害者保健福祉手帳  第          号 

送 付 先 

※利用券は対象者のご自宅へ送付いたします。 

 本申込みに限り、別住所への送付希望の場合は、下記にご記入ください。 

□その他（〒   －    ） 

 

                               

 

    宛名：           対象者との続柄（   ） 

 

申込利用券  □一般のタクシー   □リフト付タクシー 

 

 市役所記入欄（以下は、記入しないでください。） 

  

審  

 

査 

１ 施設等入所状況 入所している（      ）・入所していない 

２ 市町村民税所得割の額                      円 

３ 利用枚数                      枚 

４ 利用券番号  
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様式第３号（第７条関係） 

 
表紙   表紙の裏面 

 
年度 利用券番号 

大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券 
（一般のタクシー） 

  (利用に際して) 
 福祉タクシーを利用したときは、ご乗
車時に障害者手帳を提示のうえ利用券１
枚を乗務員に渡してください。 
 初乗料金のうち、５００円を上限とす
る助成が受けられます。 
 

注意事項 
１ 再交付しませんので、紛失等しない

よう大切に管理してください。 
２ 記載されている利用者以外は使用で
きません。 

３ 利用券に記載されているタクシー会
社以外には使用することはできませ
ん。 

４ 利用券を他人に譲渡する等、不正に
使用すると利用券及び不正使用相当額
の返還を命じることになります。 

５ 有効期間外の使用はできません。 

  利用者氏名     

住 所   

身体障害者手帳 

療 育 手 帳 

精神障害者保健福祉手帳 

第    号 

※ご乗車時に、必ず障害者手帳を提示のう
え利用券１枚を乗務員に渡してくださ 

 い。 

 年 月 日から 年 月 日まで有効 
 
  大東市 
  (この表紙は利用券ではありません) 

 
利用券 

 （一般のタクシー）   

  利用券番号     

大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券 
(有効期間 年 月 日～ 年 月 日) 

  

利用者氏名   

  

乗 車 日 年   月   日 

タクシー会
社 

  

乗 務 員   

助 成 額  

大東市長          
No.               
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様式第４号（第７条関係） 

 
表紙   表紙の裏面 

 
年度 利用券番号 

大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券 
（リフト付タクシー） 

  (利用に際して) 
 福祉タクシーを利用したときは、ご乗
車時に障害者手帳を提示のうえ利用券４
枚までを乗務員に渡してください。 
 乗車料金のうち、利用券１枚当たり 
５００円の助成が受けられます。 
 

注意事項 
１ 再交付しませんので、紛失等しない

よう大切に管理してください。 
２ 記載されている利用者以外は使用で
きません。 

３ 利用券に記載されているタクシー会
社以外には使用することはできませ 

 ん。 
４ 利用券を他人に譲渡する等、不正に
使用すると利用券及び不正使用相当額
の返還を命じることになります。 

５ 有効期間外の使用はできません。 

  利用者氏名     

住 所   

身体障害者手帳 

療 育 手 帳 

精神障害者保健福祉手帳 

第    号 

※ご乗車時に、必ず障害者手帳を提示のう
え利用券を乗務員に渡してください。 

 年 月 日から 年 月 日まで有効 
 
  大東市 
  (この表紙は利用券ではありません) 

 
利用券 

 （リフト付タクシー）   

  利用券番号     

大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券 
(有効期間 年 月 日～ 年 月 日) 

  

利用者氏名   

  

乗 車 日 年   月   日 

タクシー会
社 

  

乗 務 員   

助 成 額  

大東市長          
No.               



10/10 

様式第５号(第９条関係) 

 

利用請求書 

 

年  月  日  

 

 (宛先)大東市長 

 

 

(請求者)所在地              

名 称              

代表者              

 

 大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱第９条の規定により、  

 年   月分の福祉タクシー利用券の利用について、下記のとおり請求いたします。 

 

 

記 

 

1 請求金額                 円 

 

2 内 訳            ×    枚 

 

3 振 込 先 

銀 行 名              銀行             支店 

口 座 番 号 普通・当座 No. 

口 座 名 
フリガナ 

名義人 

 


